別添２
「熊本地震復興祈念講演会」運営等業務委託基本仕様書
１　業務名
「熊本地震復興祈念講演会」運営等業務委託
２　業務の目的

　　令和８年度は、本県に甚大な被害をもたらした熊本地震から１０年という節目の年を迎える。熊本地震からの復興が着実に進む一方で、１０年という歳月を経て、県内外で熊本地震への関心が薄れていくことが懸念される。そのため、熊本地震から１０年の節目を迎えるに当たり、県内文化財をはじめとする地震からの復興状況や熊本の魅力について講演会を実施し、首都圏での熊本地震に係る記憶の風化防止や熊本への関心を高めるとともに、熊本の魅力を首都圏で効果的に発信する。
３　委託期間

契約締結の日から令和８年（２０２６年）７月３１日（金）まで
４　講演会の概要
　　熊本地震で被災した県内文化財の復興等に関する有識者の基調講演や知事による熊本県内の復興状況報告を実施する。詳細は、以下のとおり。
開催日時：令和８年（２０２６年）５月３０日（土）９時～１７時
　　　　　　 （準備等含む。講演会の開催時間は１３時半～１５時半（予定））

会　  場：和敬塾大講堂（東京都文京区目白台１－２１－２）

　　　　　※発注者が会場仮押さえ済み。（楽屋２部屋を含む）
募集人数：最大２００人程度　　
参 加 費：無料

内　　容：・主催者挨拶及び講演（熊本県知事　木村　敬）
　　　　　・特別講演（名古屋市立大学 高等教育院 教授・奈良大学 文学部 特別教授　千田　嘉博）

　　　　※上記の登壇者については、日程等を押さえ済み
上記の登壇者に加え、司会１名
５　業務内容

  　講演会の運営及び広報に係る業務を実施すること。なお、詳細については発注者と協議のうえ決定する。
（１）講演会の運営
・講演会等で司会経験を有する司会者を提案すること。
※司会者については、発注者と協議の上決定する。
・講演者（千田嘉博氏）の手配や調整を行うこと。（交通や宿泊に関する手続
き、謝金（20万円程度）の支払いを含む。）
・登壇者等へ飲料等を提供すること。
　※上記登壇者以外にも飲料等の提供が発生する場合があるため、飲料等の
提供数については発注者と協議を行うこと。
・参加者へのアンケートを実施し、結果を報告すること。
・議事録等を作成すること。
（２）会場設営・運営

・会場の調整、設営、各種機材等を手配すること。

　（会場使用料（20万円程度）の支払いも含む。）
講演会の実施にあたって必要となる設備・機材については受託者の負担と
する。

なお、必要に応じて会場の下見、付帯設備の確認、会場管理者との事前打
合せを遺漏なく行うこと。

・参加者の受付、会場の案内、運営に関するスタッフ等を手配すること。
・進行台本や運営マニュアル等を作成すること。
・資料を作成し、当日配布すること。
・講演会の横断幕及び各種誘導サイン等を作成し、運搬、設営、撤去作業を
実施すること。
（３）参加申し込み及びシンポジウムに係る広報

・参加申し込みの受付対応、とりまとめ、当選者決定通知発送、参加希望者
からの問い合わせ対応等を実施すること。
　　・チラシ、ポスターのデザイン作成、印刷及び配布を行うこと。
　　・参加者の募集に効果的な広報を実施すること。

　　　※なお、発注者において次の広報を実施予定。
報道機関への投げ込み、各種県公式SNSでの配信、広報紙への掲載
（４）その他
　　・上記に記載しているもの以外でシンポジウムの開催に必要と判断される業
務を実施すること。

６　事業報告及び成果品等の提出

事業終了後、次に掲げる資料及び成果品等について、速やかに提出すること。

・事業実績報告書（１部及び電子データ）
・事業で作成・使用した各種データ等を格納したDVD-R ４枚
７　著作権

・受託者が本業務にて制作した成果物の著作権は、発注者に帰属するものと
し発注者が必要なものに利用することができるものとする。

・受託者は本業務にて制作した成果物について、発注者及び発注者が指定する第三者に対して著作者人格権を行使しない。

・受託者は、業務の実施に当たり第三者が権利を有する著作物（映像・写真・
音楽等）を使用する場合、著作権、肖像権等に厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。

・受託者は、本業務に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合には、当該紛争等の原因が専ら県の責に帰す場合を除き、自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。

　
８　セキュリティ対策及び個人情報の取扱い
・受託事業者は、本業務の実施にあたり、データを適切に管理するとともに、万全なセキュリティ対策を講じること。
・受託事業者は、業務上知り得た情報を厳重に管理し、関係者以外に漏らしたり、本業務の履行以外の目的に使用したりしてはならない。このことについては、契約期間が終了した後であっても同様とする。
・個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護に関する法令等を遵守すること。
９　その他

・本業務で知り得た内容については、許可なく他に公表、転用及び貸与してはならない。

・その他委託業務の実施にあたり、疑義が生じた場合は、発注者及び受託者の協議で決定する。
